
ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」 

平成 19 年 5月 29 日 

各 位 
本 社 所 在 地 東京都港区赤坂三丁目 16番 11号 
会  社  名 株式会社アエリア 
代表者の役職名 代表取締役社長 小林 祐介 
    （コード番号：3758） 
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 須田 仁之 
電 話 番 号 03-3587-9574 
        （URL http://www.aeria.jp/） 
 
 

大洸ホールディングス株式会社株式に対する 
公開買付けの結果に関するお知らせ 

 
株式会社アエリア（以下「当社」）は、平成 19年 4月 25日開催の取締役会において、大洸ホー
ルディングス株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：間瀬博行、以下「大洸ＨＤ」）株

式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」）の開始を決議し、平成 19 年 4 月 26 日から実施
しておりましたが、本公開買付けが平成 19年 5月 28日をもって終了いたしましたので、その結
果について下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．公開買付けの概要（平成 19年 4月 25日公表） 

 
（１）公開買付者の名称及び所在地 株式会社アエリア 
     東京都港区赤坂三丁目 16番 11号 
 
（２）対象者の名称及び所在地  大洸ホールディングス株式会社 
     大阪市中央区内本町二丁目４番 12 号 

 
（３）公開買付期間   平成 19 年 4 月 26 日（木曜日）から 

     平成 19 年 5 月 28 日（月曜日）まで(20 営業日) 

 

（４）買付価格    1株につき金 300 円 
 
（５）買付予定の株券等の数 

株券等の種類     普通株式 

株式に換算した買付予定数   3,000,000 株 

株式に換算した超過予定数     ―  株 

株式に換算した買付予定数及び超過予定数の合計 3,000,000 株 

 (注１)応募株券等の総数が買付予定数（3,000,000 株）に満たない場合は、応募株券等



の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数（3,000,000 株）を

超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法

第 27 条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関す

る内閣府令（以下「府令」）第 32 条に規定するあん分比例の方式により株券等の

買付けに係る受渡しその他の決済を行います。 

 (注２)単元未満株式につきましては、本公開買付けの対象としておりません。  

 (注３)対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定は

ありません。 

 

２．買付け等の結果 
 
（１）応募の状況 

応募株主総数 応募株式総数 買付株式総数 返還株式総数 
82 件 8,624,000 株 3,000,000 株 5,624,000 株 

 
（２）買付け等を行った後における株券等所有割合 

買付け等後における公開買付者 

の所有株券等に係る議決権の数 

（うち潜在株券等に係る議決権の数）

 

10,100 個 

（1,100 個）

（買付け等後における株券等 

 所有割合     43.45％）

買付け等後における特別関係者 

の所有株券等に係る議決権の数 

（うち潜在株券等に係る議決権の数）

4,321 個 

（400 個）

（買付け等後における株券等 

 所有割合     18.59％）

対象者の総株主の議決権の数 15,744 個  

 (注１)上記の割合は、小数点以下第 3位を四捨五入しております。 

 (注２)「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の平成 18 年 12 月 22 日提出の第 57

期中半期報告書に記載された、平成18年 9月 30日現在の総株主の議決権の数です。 

（注３）「買付け後等における株券等所有割合」の算定に当たっては、分母について、

公開買付者及び特別関係者が所有する潜在株券等の合計数に係る議決権の数（1,500

個）及び平成 19 年 3 月 23 日を払込日として公開買付者が引き受けた第三者割当増

資により発行された株式に係る議決権の数（6,000個）を加算した議決権の数（23,244

個）を「対象者の総株主の議決権の数」としております。 

 

（３）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 
応募株券等の数の合計（8,624,000株）が買付予定数（3,000,000株）を超えたため、公開買付開始

公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないもの

とし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに

係る受渡しその他の決済を行います。 

 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主

等からの買付株数の合計が買付予定数に満たなかったため、買付予定数以上になるまで、四捨五入



の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき１単元(追加して１単元の

買付けを行うと応募株券の数を超える場合は応募株券の数までの数)の応募株券の買付けを行うこと

といたしました。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを

行うと買付予定数を超えることとなったため、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中

から抽選により買付けを行う株主等を決定しました。 

 
（４）買付け等に要する資金 

買付代金 900 百万円 

 
（５）決済の方法 
① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

ひびき証券株式会社   大阪市中央区今橋一丁目 6番 19 号 

② 決済の開始日 

平成 19 年 6 月 6日（水曜日） 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国

人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送します。 

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は応募株主等（外国

人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代

理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。 

 
３．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 
 

株式会社アエリア  東京都港区赤坂三丁目 16 番 11 号 

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番 16 号 

 
４．本公開買付け後の方針等 
 

本公開買付けにより、当社は大洸ＨＤの発行済株式総数の 40％を上回る株式を保有する

ことになり、将来的にさらなる役員派遣等を行うことにより、大洸ＨＤは当社の連結対象

子会社となる可能性があります。 

現時点では、追加の役員派遣に関して決定しておりませんが、連結対象子会社に匹敵す

る株式の保有割合となったことを受けて、両社の連携をさらに深めることで、両社の経営

資源を互いに最大限活用し、各得意分野における事業協力と業務ノウハウの相互提供を実

現し、商品先物業務、証券業務を始めとした金融業務における有機的なシナジー効果を一

層高め、両社の企業価値を極大化することを目指します。 

なお、大洸ＨＤは現在、大阪証券取引所市場第二部に株式を上場しておりますが、当社

といたしましては、本公開買付け後においても引き続き大洸ＨＤの上場維持を支援してい

く方針であります。 

 

５．本公開買付けの業績への影響の見通し 



 
本件公開買付けの当期業績に与える影響につきましては、現在精査中であります。持分

法による当社の当期業績への大洸ＨＤの業績の反映は、平成 19年 4月以降分からとなる
見込みです。現段階においては、大洸ＨＤより平成 19年 4月以降の業績予想が開示され
ておりませんので、当社の当期業績への影響については不明でございます。 
また、大洸ＨＤにおいては、下記の理由により業績予想を開示しない方針としておりま

す。当社の業績は、大洸ＨＤの業績の影響を大きく受けることとなるため、下記と同様の

理由により、今後につきましては、当社の業績予想につきましても開示を控えさせていた

だくことといたします。四半期ごとの業績開示等の適時開示により便宜を図ってまいる所

存ですので、株主・投資家の皆様のご理解をお願いいたします。 
なお、当社連結業績に与える影響額の見通しについては、負ののれんが発生しますので、

平成 19年 3月期末での大洸ＨＤの純資産で計算した場合、５年間の均等償却を行います
と、四半期あたりで約 70 百万円ずつ計上していくことになり、経常利益及び最終利益に

同額が計上されることになります。 
但し、上記は現在の会計基準に基づく見通しであり、将来の基準変更等に伴い、会計上

の表示区分その他が変更される可能性があります。 
 
（参考：大洸ＨＤが業績予想を開示しない理由） 

大洸ＨＤグループは、投資金融サービス業を営んでおり、事業の特性上、商品市況・

株式市況・為替相場の動向により大きく影響を受ける傾向があります。このため、業

績予想を公表することが株主・投資家の皆様の合理的な投資判断の形成に有用とはい

えないため、業績予想の開示を控えさせていただきます。 
 

以上 


